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研究要旨 

目的 本研究は、災害時の自治体職員の健康支援における課題（過重負担、産業保健体制の

脆弱性、連携不足等）を解決するため、産業保健支援チーム（DOHAT）と関連チーム（DPAT、

精神保健福祉センター等）の効果的な連携モデルを提案することを目的とする。 

方法 過去の災害経験者へのヒアリング調査及び文献調査を実施し、自治体職員支援の課題

と支援者支援エコシステムの現状を分析した。 

結果 ヒアリング等から自治体職員支援の課題を特定し、それに対応するため、役割分担の

明確化、連携ハブ機能、情報共有ルール、紹介基準、フェーズ別連携、組織との一体的活動

を柱とする DOHAT 視点で見たとした「合理的連携モデル」を提案した。 

考察 提案モデルは、産業保健の視点を取り入れ、組織的支援を強化することで、既存の課

題に対応し、自治体職員の健康維持と持続可能な災害対応に貢献する可能性がある。適切な

予防行動がなされることにより DPAT の最大必要派遣数を少なくすることに貢献でき、自治

体の受援機能を高め支援者の活動を円滑にするものと考えられる。しかし、実装には DOHAT

体制整備、リソース確保、信頼関係構築等の課題があり、今後の詳細化や実証が必要である。 

A. 研究目的 

災害時において、自治体職員は被災者支

援や地域復旧の最前線で活動する一方、自

身も被災者であるという二重の負担を強い

られることが多い。このような状況は、職員

の心身の健康に深刻な影響を与え、支援活

動全体の質と持続可能性を損なうリスクが

ある。近年、災害の頻発化・激甚化に伴い、

支援者を支える「支援者支援」の重要性が認

識されているが、特に公共サービスの維持

に不可欠な自治体職員に対する体系的な健

康支援体制は未だ十分とは言えない。 
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本研究の目的は、過去の災害における支

援経験に関するヒアリング調査および関連

文献・資料の分析に基づき、災害時の自治体

職員の健康支援における課題を明確にし、

産業保健支援チーム（DOHAT）と関連する医

療・精神保健福祉チーム（DPAT、精神保健福

祉センター等）との間の効果的かつ効率的

な連携を実現するための「合理的連携モデ

ル」を提案することである。 

 

B. 研究方法 

本研究では、以下の方法を用いて情報収

集および分析、連携モデルの構築を行っ

た。 

ヒアリング調査の実施と分析: 

対象: 過去の災害（熊本地震、令和 2 年 7

月豪雨、令和 6 年能登半島地震等）におい

て、被災自治体職員を含む支援者の支援

や、DPAT 活動の調整等に深く関与した専

門家を対象とした。具体的には、熊本県こ

ころのケアセンター（元所長）、熊本県精

神保健福祉センター（元所長、保健師、

DPAT 統括経験者）、石川県こころの健康セ

ンター（DPAT 本部担当者、保健師）の関

係者に対してヒアリングを実施した。    

内容: 各災害における支援体制、自治体職

員等の支援ニーズの実態、支援活動（全員

面談、相談巡回、研修等）の内容と効果、

DPAT 隊員の安全衛生確保の状況、支援組

織間（DPAT, DOHAT, 精神保健福祉センタ

ー等）の連携状況とその課題、産業保健的

視点の必要性、今後の支援体制への期待等

について聴取した。    

 

分析: ヒアリング結果を質的に分析し、災

害時の自治体職員支援における具体的な課

題、連携上の障壁、有効な支援アプロー

チ、求められる支援体制に関する主要な知

見を抽出した。 

 

合理的連携モデルの構築:ヒアリング調査

から得られた知見を統合・分析し、自治体

職員の健康支援における課題に対応するた

めの、DOHAT を中心とした関連チーム間の

役割分担、連携手順、情報共有のあり方等

を含む「合理的連携モデル」案を構築し

た。 

 

C. 研究結果 

ヒアリング調査から得られた主要な知見: 

自治体職員等への支援ニーズと実践: 熊本

地震や令和 2 年豪雨災害において、自治体

職員や地域支えあいセンター職員を対象と

した質問紙調査、全員面談（発災後半年～1

年）、パンフレット配布、相談巡回、事例検

討会などが実施された。支援ニーズは、相談

巡回や顔の見える関係構築、組織トップや

人事担当者、同僚保健師からの依頼によっ

て顕在化することが多かった。被災者であ

りながら支援業務に従事する職員への支援

の必要性が強く認識されていた。    

自治体職員支援における課題: 職員の健康

管理は自治体に責任がありつつもその所掌

が厚生労働省ではなく総務省管轄であるこ

とから保健医療福祉調整本部の機能に落と

し込みにくいこと、長時間労働の常態化、外

部支援者の関与期間（急性期偏重）の問題、

組織内の産業保健体制の脆弱性（産業医不

在、衛生委員会未開催等）、組織トップや人

事担当者の健康管理への意識の差などが、

支援提供の障壁として挙げられた。    

DPAT 隊員の安全衛生: 隊員の宿泊・休息環
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境やトイレ等の確保が不可欠であり、感染

症による活動への影響も報告された。派遣

元からの後方支援（物品、宿泊、精神的サポ

ート等）の不足も指摘された。    

支援組織間の連携: DPAT と DOHAT など、支

援者同士の連携は有効かつ重要であり、不

安定な職員を特定し支援できた事例もあっ

た。一方で、組織間の連携・調整が不足する

と、支援の重複や漏れが生じ非効率になる

ことが懸念され、支援活動の一元管理の必

要性が示唆された。    

産業保健的視点の必要性: 特に自治体組織

における産業保健体制の脆弱性が指摘され、

支援組織間での産業保健に関する共通認識

の形成、急性ストレス反応や燃え尽き予防

に関する情報提供、平時からの産業保健体

制の構築・浸透の重要性が強調された。産業

保健支援チーム（DOHAT 等）に対しては、組

織からの支援ニーズの受け皿や、支援組織

間のハブとしての役割が期待された。    

 

D. 考察 

本研究では、ヒアリング調査に基づき、災

害時における自治体職員の健康支援の課題

を明らかにし、その解決策として DOHAT と

関連チーム間の合理的連携モデル案を提案

した。 

ヒアリング調査からは、自治体職員が過

重な負担を抱えながらも支援ニーズが潜在

化しやすいこと、既存の産業保健体制が脆

弱であること、支援組織間の連携不足や産

業保健的視点の欠如が課題であることが改

めて確認された。 

日本の支援者支援は多様な担い手（国、自

治体、社協、NPO、企業、地域、専門職能団

体等）が関わるエコシステムであるが、連

携・調整の困難性、リソースの制約と偏在、

支援の断片化、支援者ケア（特にメンタルヘ

ルス、安全、燃え尽き防止）におけるギャッ

プ、長期支援の持続可能性といった課題を

抱えている。 

これらの課題は、日本の支援者支援エコ

システム全体の構造的な問題（連携困難、リ

ソース不足、支援の断片化等）とも一致して

いる。    

 

提案する合理的連携モデル: 上記の結果を

踏まえ、以下の要素を含む連携モデル案を

構築した。 

 

【連携モデル案】 

1. 明確な役割分担 

本項目は、災害時という混乱した状況下で、

支援の重複や抜け漏れを防ぎ、各組織がそ

の専門性を最大限に活かして効率的に活動

するために不可欠である。自治体職員の健

康支援に関わる主要な組織について、それ

ぞれの主たる役割と活動範囲、そして限界

点を以下のように明確化することが求めら

れる。 

DOHAT（災害時健康危機管理支援チーム／産

業保健支援チーム）: 

 基本的機能・役割: 産業医、産業看

護職、労働衛生専門家等で構成され、

産業保健の専門性を活かした支援

を行うものである。具体的には、①

被災した職場環境（物理的・化学的・

生物学的要因、作業負荷、勤務時間

等）のアセスメントと改善指導、②

職員のストレスチェックや健康相

談（必要に応じた産業医面談）、③安

全衛生管理体制（衛生委員会機能等）
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の維持・向上に関する助言、④管理

監督者へのコンサルテーション（部

下の健康管理、職場環境改善等）、⑤

組織全体への健康リスクに関する

情報提供と対策提言などが主たる

役割である。労働安全衛生の視点か

ら、個人の健康問題だけでなく、そ

の背景にある職場要因にアプロー

チするのが特徴である。 

 限界: 比較的新しいチームであり、

全国的な体制整備や認知度はまだ

十分ではない。精神科的な診断・治

療や、地域住民への直接的な精神保

健福祉サービス提供は専門外であ

る。また、活動は基本的に「労働者」

とその「職場」を対象とするため、

直接的な家族支援などには限界が

ある。あくまで外部支援であるため、

組織改善に関する提言を行っても、

最終的な実施は自治体自身の判断

に委ねられる。 

DPAT（災害派遣精神医療チーム）: 

 基本的機能・役割: 精神科医、看護

師、精神保健福祉士、臨床心理士等

で構成され、精神科医療に特化した

支援を提供するものである。①災害

によって顕在化・悪化した精神疾患

への対応（診断・治療）、②精神科的

トリアージ（介入の緊急度・必要性

の判断）、③自殺リスクなど緊急性

の高い精神的問題への介入、④避難

所や他の医療チーム、災害対策本部

等へのコンサルテーション（精神科

的問題への対応助言）などを主たる

役割とする。 

 限界: 専門性が高い反面、対応でき

る人員やチーム数には限りがある。

主たる対象は精神科医療ニーズで

あり、職場環境調整や一般的なスト

レス管理、軽微なストレス反応への

対応は必ずしも得意分野ではない

（ただし、状況に応じて対応する場

合もある）。活動期間も主に急性期

から亜急性期が中心となる場合が

多く、中長期的なフォローアップ体

制は別途必要となる。ヒアリング結

果からも、DPAT 単独での自治体職員

への包括的・継続的支援には限界が

あることが示唆される。 

精神保健福祉センター（保健所等含

む）: 

 基本的機能・役割: 平時から地域住

民の精神保健福祉を担う中心的機

関である。災害時には、①被災者や

支援者に対する一般的な精神保健

相談（こころのケア）、②ストレス対

処法などの心理教育や情報提供、③

地域の関係機関（医療機関、福祉施

設、NPO 等）との連携・調整、④必

要に応じた個別訪問や専門機関へ

の紹介、⑤中長期的な視点での地域

全体のメンタルヘルスケア体制の

再構築などを主たる役割とする。 

 限界: 災害時には、広範な住民への

対応で業務が逼迫し、特定の対象

（例：自治体職員）への集中的な介

入が困難になる場合がある。精神科

的な診断・治療機能は限定的であり、

産業保健に関する専門知識も必ず

しも十分ではない。あくまで地域ベ

ースの機関であり、派遣されてくる

外部チームとの連携調整が課題と
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なることもあり得る。 

自治体（首長部局、人事・総務担当、衛

生管理者、保健師等）: 

 基本的機能・役割: 職員を雇用する

使用者として、労働安全衛生法等に

基づく職員の安全と健康を守る責

任（安全配慮義務）を負う存在であ

る。①職員の勤務状況の把握と管理

（長時間労働の抑制等）、②職場環

境の整備と改善、③職員への健康情

報の提供と相談窓口の設置、④健康

診断の実施と事後措置、⑤外部支援

チーム（DOHAT, DPAT 等）の受け入

れ調整と活動支援、⑥連携会議等を

通じた情報共有と意思決定などを

主たる役割とする。 

 限界: 災害時には、首長部局も人

事・総務担当も、本来業務と災害対

応業務で極度に多忙となり、職員の

健康管理まで手が回りにくくなる

可能性がある。ヒアリング結果でも

指摘されたように、特に中小規模の

自治体では平時からの産業保健体

制が脆弱な場合が多く、専門知識や

ノウハウが不足していることがあ

る。また、組織としての意思決定に

時間がかかったり、縦割り意識が連

携を妨げたりする可能性もある。 

 

2. 連携ハブ機能 

災害時には情報が錯綜し、各支援チーム

が独自に活動すると非効率や混乱を招く可

能性がある。そこで、自治体の災害対策本部

内または人事担当部署などに、DOHAT、DPAT、

精神保健福祉センター、自治体担当者など

が定期的に集まる「職員健康支援連携会議

（仮称）」を設置・運営する必要がある。こ

の会議は、各チームの活動状況、把握してい

る職員の健康状態の傾向（個人が特定され

ない形での情報共有）、職場環境の問題点、

支援ニーズなどを共有し、それに基づいて

役割分担の再確認や調整、対応困難事例の

協議、自治体への共同提言などを行う「連携

ハブ」としての機能を果たすものである。こ

れにより、ヒアリング調査でも指摘された

「支援活動の一元管理」に近い形での協調

的な活動が実現されるべきである。 

 

3. 情報共有ルール 

効果的な連携のためには情報共有が不可

欠であるが、職員のプライバシー保護も同

時に重要である。そのため、連携会議などで

どのような情報を、どの範囲で、どのような

方法で共有するのかについて、事前にルー

ルを定めておく必要がある。例えば、「個人

が特定される情報は、本人の同意を原則と

し、支援に必要な最小限の範囲に留める」

「部署単位でのストレス状況の傾向や、特

定の職場環境の問題点などは積極的に共有

する」「共有方法は、会議での口頭報告、連

絡ノート、セキュアな IT システムなどを状

況に応じて使い分ける」といったルールが

考えられる。特に精神的な健康情報や個人

情報は機微性が高いため、守秘義務の遵守

とプライバシーへの配慮を徹底するための

具体的な取り決めが重要である。 

 

4. 紹介・連携基準 

あるチームが対応している職員について、

他のチームの専門的介入が必要と判断され

る場合がある。その際に、スムーズかつ適切

な引き継ぎが行われるよう、どのような状
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態・状況の場合に、どのチームへ、どのよう

な手順で紹介・連携を依頼するのかという

基準（リファーラル基準）を明確にしておく

ことが重要である。例えば、「DOHAT が面談

中に、精神科的治療が必要な可能性が高い

と判断した場合の DPAT への紹介基準・手順」

「DPAT が支援中に、職場環境要因が大きい

と判断した場合の DOHAT への情報提供・連

携依頼の基準・手順」「職員が精神保健福祉

センターに相談し、産業保健的対応が必要

と判断された場合の DOHAT への連携基準・

手順」などを具体的に定めるべきである。こ

れにより、必要な支援が迅速かつ確実に提

供されることが期待される。 

 

5. フェーズに応じた連携 

災害発生からの時間経過（フェーズ）によ

って、職員の置かれる状況や支援ニーズは

変化する。連携体制も、その変化に柔軟に対

応する必要がある。 

 急性期（発災直後～数日）: 人命救

助やインフラ復旧が最優先される

時期である。職員は極度の緊張と混

乱の中にいる。連携の重点は、職員

の安否確認と安全確保、緊急対応に

あたる職員の健康状態の把握（特に

過重労働）、緊急性の高い精神的問

題（DPAT の役割）への対応、そして

各チーム間の迅速な情報共有によ

る状況把握とトリアージである。 

 亜急性期～中期（数日～数ヶ月）: 

避難所運営や生活再建支援などが

本格化し、職員の疲労が蓄積する時

期である。遅発性のストレス反応

（PTSD 症状等）が出現することもあ

る。連携の重点は、累積疲労対策、

ストレスチェック等によるハイリ

スク者の早期発見・対応、職場環境

の問題点への介入（DOHAT）、管理職

への支援、継続的な相談体制の提供

（精神保健福祉センター）、職場復

帰支援の準備など、より計画的な支

援の展開と役割分担の調整である。 

 長期（復興期）（数ヶ月～数年）: 生

活再建が進む一方、復興格差や将来

への不安など、新たなストレス要因

が生じる時期である。連携の重点は、

通常の産業保健活動へのスムーズ

な移行支援（DOHAT）、必要に応じた

専門的支援の継続（DPAT）、地域にお

ける継続的な相談・ケア提供（精神

保健福祉センター）、そして今回の

経験を活かした組織のレジリエン

ス（回復力・適応力）向上への取り

組み支援である。 

6. 自治体組織との一体的活動 

DOHAT や DPAT などの外部支援チームは、単

に個々の職員にカウンセリングや医療を提

供するだけでなく、自治体という「組織」全

体に働きかける視点が重要である。そのた

めには、自治体の人事・総務担当者、衛生管

理者、管理職などと密接に連携し、組織内部

の健康管理システムと連動して活動するこ

とが求められる。具体的には、連携会議を通

じて職場の問題点や必要な対策を経営層や

人事担当者に伝えたり、管理職向けの研修

（ラインケア等）を共同で企画・実施した

り、健康管理に関する規程やマニュアルの

見直しを支援したりするなど、組織改善に

向けた提言や協働を積極的に行うことが重

要である。これにより、個人の問題としてだ

けでなく、組織全体の課題として健康問題
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に取り組み、より根本的で持続可能な対策

が実現されるべきである。 

 

提案した連携モデルは、これらの課題に

対応することを意図している。役割分担の

明確化と連携ハブ機能の設置は、支援の重

複や漏れを防ぎ、効率性を高めることを目

指す。紹介基準の明確化は、職員が必要な支

援へスムーズにつながることを助ける。情

報共有ルールの設定は、プライバシーへの

配慮と連携の必要性とのバランスを取る試

みである。フェーズに応じた連携や自治体

組織との一体的活動の重視は、支援の継続

性と実効性を高めることを狙いとしている。

特に、産業保健の専門性を持つ DOHAT を連

携の軸の一つに据えることで、これまで手

薄であった職場環境へのアプローチや組織

的な健康管理体制への働きかけを強化でき

る可能性がある。 

 

提案する合理的連携モデル: 上記の結果を

踏まえ、以下の要素を含む連携モデル案を

構築した。 

明確な役割分担: DOHAT（産業保健）、DPAT

（精神科医療）、精神保健福祉センター（地

域精神保健）、自治体（使用者責任・調整）

の主たる役割と活動範囲を明確化。 

連携ハブ機能: 「職員健康支援連携会議（仮

称）」を設置し、定期的情報共有、役割確認、

課題協議を実施。 

情報共有ルール: 共有情報の内容、方法、

プライバシー保護に関する事前ルール設定。 

紹介・連携基準: チーム間でケースを紹介

する際の具体的な基準と手順の明確化。 

フェーズに応じた連携: 災害の各フェーズ

（急性期、中期、長期）における連携の重点

事項を設定。 

自治体組織との一体的活動: 外部チームが

自治体内部の健康管理システムと連動し、

管理職等と密接に連携。 

 

しかし、このモデルの実装にはいくつかの

課題が伴う。第一に、DOHAT 自体の体制整備

と認知度向上が不可欠である。第二に、連携

会議の設置・運営や情報共有システムの構

築・維持には、相応のリソース（人員、予算、

時間）が必要となる。リソースが限られる中

で、連携活動自体が新たな負担とならない

ような工夫が求められる。第三に、異なる専

門性や組織文化を持つチーム間の信頼関係

構築と円滑なコミュニケーションは、平時

からの継続的な努力なしには達成が難しい。

第四に、守秘義務の問題は常に慎重な取り

扱いが必要であり、情報共有の範囲と方法

については、具体的な運用場面でのさらな

る検討が不可欠である。第五に、提案モデル

はあくまで一案であり、各自治体の実情に

合わせて柔軟に適用・修正していく必要が

ある。 

 適切な予防行動がなされることにより支

援者・対応者らのメンタルヘルス不調が減

れば DPAT の最大必要派遣数を少なくする

ことに貢献できる。また、自治体が確実に機

能するための支援をすることは、受援機能

を高め支援者の活動を円滑にするものと考

えられる。 

今後の研究においては、提案モデルの詳

細化（プロトコル、様式等）、関係者間の合

意形成、シミュレーション等を通じた実効

性の検証、そしてモデルを支える人材育成

やリソース確保策の検討を進める必要があ

る。これらの取り組みを通じて、災害対応の
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最前線を担う自治体職員の健康を守り、ひ

いては地域全体のレジリエンス向上に貢献

することが期待される。 

 

E. 結論 

災害時における自治体職員の健康支援体

制の強化は、効果的な災害対応と地域復興

を持続させる上で不可欠である。本稿で提

案した DOHAT 視点で考えた合理的連携モデ

ルは、既存の支援リソースを最大限に活用

し、産業保健的視点を組み込むことで、従来

の課題に対応する一つの方向性を示すもの

である。今後、本モデルの具体化、関係機関

との合意形成、そして実証研究を進めるこ

とにより、より実効性のある支援体制を構

築し、災害対応の最前線を担う自治体職員

のウェルビーイング向上に貢献していく必

要がある。 
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